
令和４年４月４日

主催者 砺波市・砺波市教育委員会

開催日時・期間 令和５年１月８日（日）

場所 砺波市文化会館（花園町 1-32）

行事又は

事業の概要

令和４年４月１日から、民法の改正により成年年齢が２０

歳から１８歳に引き下げられました。

本市では２０歳を対象に式典を開催することとし、その

名称は以下のとおりとします。

令和４年まで：砺波市成人式

令和５年から：砺波市二十歳の式典

特記事項

対象・時期については従来どおりです。

対象 ２０歳
(開催年度の４月２日から翌年度の４月１日までに２０歳

を迎える方)

時期 １月の「成人の日」前日の日曜日

成人式の名称が「二十歳の式典」に変わります
～令和４年４月から成年年齢が１８歳となることに伴う名称変更～
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